
 
 

 
 

 

 

第 3 期芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定 

及び芦屋町人口ビジョン改訂について 

 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）の計画年度が令和 6年度

で満了することから、次期計画の策定及び人口ビジョンの改訂について審議をお願いするも

のです。 

 

１．総合戦略の策定・人口ビジョン改訂の考え方 

 人口減少や東京一極集中に歯止めをかけ、地方を活性化するための基本的な理念を定める

「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26年法律第 136 号）の趣旨を踏まえ、芦屋町でも地方

版の総合戦略を策定し、各種施策の推進を図っている。 

 これについて、現在の第 2 期総合戦略の計画年度が令和 6 年度で満了するため、次期計画

を策定する必要がある。なお、策定の際は、内閣府が発出した「地方版総合戦略の策定・効

果検証のための手引き（令和 5 年 12 月版）」（以下、「手引き」という。）に基づき、国が策

定した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を踏まえた策定を行う必要がある。 

 また、総合戦略を策定する上で、人口ビジョンが重要となるため、これまで総合戦略を策

定する際は、併せて人口ビジョンを策定・改訂している。今回においても、国立社会保障・

人口問題研究所（以下、「社人研」という。）が「日本の地域別将来推計人口」を更新したこ

ともあり、人口ビジョンを改訂する。 

（参考：これまでの策定状況） 

・平成 28年 3 月：第 1期総合戦略策定（H27～H31） 

人口ビジョン策定（H27～H72 年） 

・令和 2年 3 月：第 2期総合戦略策定（R2～R6） 

・令和 3年 3 月：第 2期総合戦略改訂（R2～R6）、人口ビジョン改訂（H27～R42） 

※令和元年度が第 2 期総合戦略の策定時期であったが、国は計画を令和元年 12 月末に策定

し、県はそれを踏まえ令和元年度末に策定するという状況であった。このため、令和元年

度は第 1期の枠組を維持し、施策の見直しを行った第 2 期総合戦略を策定し、令和 2 年度

に国・県の総合戦略を勘案した改訂を行うこととなった。 

 

２．総合戦略策定・人口ビジョン改訂のポイント 

（１）デジタル田園都市国家構想総合戦略を踏まえた策定 

   総合戦略については、これまでの枠組みを維持しつつ、「デジタル田園都市国家構想総

合戦略」を踏まえ、デジタルを活用した KPI を新たに設定いていく予定である。 
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（想定される KPI の例） 

 ・キャッシュレス（電子）プレミアム付き商品券が利用できる店舗数 

 ・ICT 機器をほぼ毎日（9 割以上）利用している学校の割合 

 ・公式 LINE、ふくおか健康アプリ、防災まもるくん等町として登録してほしいアプリ等

の登録者数 

 ・デジタル田園都市国家構想交付金で実施した事業 

  （コンビニ交付を利用した自動交付機導入事業、入札手続等デジタル化事業等） 

 ・今後、デジタル田園都市国家構想交付金で実施する事業 

 

（２）総合戦略の名称変更の検討 

  手引きの中に、地方版総合戦略の名称の例として『デジタル田園都市国家構想総合戦

略』『デジタル田園都市構想総合戦略』『デジタル田園都市国家構想の実現に向けたまち・

ひと・しごと創生総合戦略』と記載されている。 

このため、策定する総合戦略の名称は、今後の推進本部会議や推進委員会に提案し、審

議する予定である。 

 

（３）芦屋町地方創生推進委員会委員数の増   資料 1  （P3） 

総合戦略の策定・評価・検証のため、芦屋町地方創生推進委員会設置条例を制定し、芦屋

町地方創生推進委員会を設置している。 

現行条例第 2 条第 1 項に「委員会は、10 人以内をもって組織する。」とあり、現在は 10

人に委嘱し委員会を構成している。 

これについて、手引きに「デジタル分野に精通する団体・有識者等に参画を求めること

も重要です。」とあり、次期任期よりデジタル人材への委嘱ができるよう、6 月定例会に条

例改正議案を提出する。（10 人以内を 12 人以内に変更） 

 

（４）日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）の反映 

  人口ビジョンについては、社人研が公表した「日本の地域別将来推計人口（令和５

（2023）年推計）」を基に数字の時点修正を行う。なお、将来シミュレーションは、6 月

頃に国から試算シートが提供される予定であり、それを用いて変更するか検討する。 

 

３．スケジュール（案） 

 資料 2 のとおり （P4） 

 

４．その他参考資料 

   資料 3  地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和 5年 12 月版） 

【抜粋】 （P5～12） 

  資料 4  デジタル田園都市国家構想総合戦略【概要】 （P13） 
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任期：令和4年8月4日から令和6年8月3日まで（2年間）

氏　名 分野 参画している主体

内田　晃 学：教育機関 北九州市立大学

本田　浩 官：行政機関 芦屋町議会

萩原　洋子 官：行政機関 芦屋町議会

山村　朋代
産：産業界
（商業）

芦屋町商工会議所

吉岡　学 観光 芦屋町観光協会

松本　健吾
産：産業界
（農業）

芦屋町農事組合

中西　智昭
産：産業界
（漁業）

遠賀漁業協同組合

山下　敦史 金：金融機関 福岡銀行

小原　隆寛 士：士業 福岡県弁護士会

西村　由美子 公募（町民） 公募（町民）

芦屋町地方創生推進委員会　委員名簿
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【抜粋】
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